
お客さま　各位

興栄信用組合は、政府･産業界･金融界が一丸となって推進している「手形･小切

 手の全面的な廃止」に向けて、下記のとおり、小切手帳発行手数料改定や手形･

 小切手の最終振出期限等を設定しますので、お知らせします。

 手形･小切手の全面的な廃止に向けた取り組み

１. 令和８年１月５日（月）より改定・終了するサービス

下記のとおり手数料を改定いたします。

小切手帳代 ➝

取立手数料 ➝

➝

➝

２. 令和８年３月３１日（火）に終了する取引･サービス

手形･小切手帳の新規発行を終了します。

３. 令和８年１０月３０日（金）に終了する取引･サービス

４. 手形･小切手の最終振出期限

５. 令和９年３月３１日（水）に終了する取引･サービス

以上

令和９年４月以降を期
日とする手形･小切手の
取 立 受 付 停 止

　令和９年４月１日（木）以降を期日とする手形や小切
手（先日付小切手）は令和７年１２月３０日（火）まで
に取引店にて手続きを行ってください。

項　　目 内　　　　容

電子交換所における手
形･小切手の交換業務
(手形･小切手の窓口入金、
代 金 取 立 受 付 終 了 )

　全ての手形･小切手の代金取立の受付を終了いたしま
す。
※ 取引店で代金取立を予定しているお客さまは、令和９年
（２０２７年 ）３月３０日までに手続きを行ってください。

預金小切手（自己宛小
切 手 ） の 発 行 終 了

　預金小切手(自己宛小切手)の発行を終了いたします。

令和８年１０月３１日（土）
　・最終振出期限を超過して振り出された手形･小切手は当座預金からお支払い
　　ができなくなります。

手 形 ･ 小 切 手 帳
の 新 規 発 行

　ただし、新規発行終了日時点で保有している手形･
小切手帳については同日以後も利用いただけます
が、未使用の手形･小切手帳の買戻しは行いません。

令和８年５月

興 栄 信 用 組 合

手形･小切手の全面的な廃止に向けた取り組みについて

記

項　　目 内　　　　容

手 数 料 の 改 定

１，１００円 ５，５００円

４４０円 ８８０円

内、当組合が支払場所 ２２０円 ４４０円

内、当店が支払場所 無　料 ２２０円


